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スト繊維を吸い込むと相乗的に肺がん
の危険性が高まるといった報告もありま
す７）。
（3）悪性中皮腫
　肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの
臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起
始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍
です。若い時期にアスベストを吸い込ん
だ方が悪性中皮腫になりやすいことが
知られています。潜伏期間は20～50年
といわれています。
３　主な健康被害事例と飛散事例
（１）クボタ旧神崎工場
（クボタショックとも呼ばれています）
　アスベスト被害が大きく取り上げられ
る契機になったのは、2005年に多くのク
ボタ旧神崎工場（尼崎市）の労働者や周
辺住民がアスベストによる悪性中皮腫
や肺がんによって死亡していることが報
道されたことでした６）。この工場では
1957年から1975年にかけて、最も発が
ん性の強いクロシドライトを使用した石
綿セメント管の製造を行っていました
５）。その他のアスベスト関連工場でも問
題が表面化していき、国内有数のアスベ
スト産業地帯だった大阪府の泉南地域
でも甚大な被害が判明し、多数の労災
認定者が出ました８）

（２）学校校舎等での吹き付けアスベス
ト使用２、８）

　全国の学校校舎等で吹き付けアスベ
ストが使用されたことも大きな問題とな
りました。1987年の文部省の全国調査

【次頁につづく】

１　はじめに
　アスベスト（石綿）とは、天然に産出す
る繊維状鉱物（図1）で、表１に示すクリ
ソタイル（白石綿）、クロシドライト（青石
綿）、アモサイト（茶石綿）、アクチノライト、
トレモライト、アンソフィライトの６種類
があります。
　アスベスト
の語源は、消
すことのでき
ないという意
味のギリシャ
語に由来し、古代から土器や布の素材と
して重用されてきました。その繊維が極
めて細く、耐火性、耐熱性、紡糸性、柔軟
性、耐薬品性等に優れ安価であるため
国内に多く輸入され、建築材料をはじめ
様々な用途に使用されてきました（図
２）。

　アスベストの繊維は直径が0.02µm～
0.35µmと極めて細く（ヒトの髪の毛：
40µm～100µm）、吸い込むと肺の深部
まで達し、消化、吸収されずに残るため、
吸い込んでから数十年後に下記２（１）
（２）（３）に示す症状があらわれること
があります。このことから静かな時限爆
弾ともいわれています。
２　アスベストに起因する病気１）

（1）石綿（アスベスト）肺
　肺が線維化してしまう肺線維症（じん
肺）という病気の一つです。肺の線維化
を起こす物質としてはアスベストの他、
粉じん、薬品等多くの原因があげられま
すが、アスベストのばく露によって起き
た肺線維症を石綿肺と呼んで区別して
います。この石綿肺はアスベスト粉じん
を10年以上吸入した労働者に起こると
され、潜伏期間は15～20年といわれて

います。
（２）肺がん
　アスベストが肺がんを起こす
メカニズムはまだ十分に解明さ
れていませんが、肺細胞に取り
込まれたアスベスト繊維の主
に物理的刺激により肺がんが
発生するとされています。また、
喫煙と深い関係にあることも知
られています。喫煙者がアスベ

アスベスト災害について
～「静かな時限爆弾」ともいわれています～

表１　アスベストの種類と法規制

図２　わが国の石綿輸入量の推移３）
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※最も多く使用されていたのは1970年代～1990年代前半
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クリソタイル（白石綿）ほとんどすべての石綿製品の原料として使用世界で使われた石綿の9割以上を占める
建材等の製品については労働安全衛生法に基づき製造、
輸入等の禁止（2004年）

吹付け石綿、石綿セメント高圧管に使用

吹付け石綿、各種断熱保温材に使用

他の石綿やタルク（滑石）、蛭石などの
不純物として含まれ使用された

クロシドライト（青石綿）

アモサイト（茶石綿）

アクチノライト

トレモライト

アンソフィライト

労働安全衛生法に基づき製造、輸入等の禁止（1995年）

・他の石綿の鉱床中に不純物として含まれる

・日本国内の産業界ではほとんど使用されていない

・建材等の製品については労働安全衛生法に基づき製造、
  輸入等の禁止

アスベスト
(石綿）

図１　アスベスト画像１）
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【前頁のつづき】
では、公立学校の30校に１校の割合に
あたる1337校にアスベストを吹き付け
た教室があることが判明しましたが、ア
スベストを含有する吹き付け材料は多
数あったにもかかわらず、文部省はその
商品名のごく一部だけを指定して調査
対象としていたことなど、対策が不十分
だったといわれています。
　その後、対象を広げ再調査した結果、
958の施設で依然としてアスベストが飛
散するおそれのあることが確認され、再
び対策が進められました。
（３）阪神淡路大震災によるアスベスト
飛散８）

　1995年に起きた阪神淡路大震災に
よって多数の建築物が倒壊し、さらにそ
の後に倒壊の可能性のある建築物を解
体したことによって、アスベストが飛散し
たとされています。解体作業は、ライフラ
インが寸断された中でも行われたため、
飛散を防止する散水ができない状態で
あったこともあり、アスベストの飛散をさ
らに加速させました。
４　主なアスベスト関連法令の改正
　アスベストは、これまでに様々な法令
によって輸入、製造、使用等に関して規
制されてきました１、９）。主に製造、使用に
関する部分の法改正は表２のとおりで
す。
　また、この2021年4月には建築物等
の解体等工事における石綿の排出等の
抑制を図るため、大気汚染防止法の一
部が改正され、順次施行されます。この
改正では、全ての石綿含有建材への規

制対象の拡大、都道
府県等への事前調査
結果報告の義務付け
や作業基準遵守の徹
底のために直接罰が
創設されるなど、一
層の防止対策が強化
されます。これと同時
に、事前調査や作業
終了後の確認を行う
者の資格要件の義務
化も図られます。
５　アスベスト災害の特徴６）

　アスベスト災害の特徴は複合型かつ
ストック型災害であるといえます。複合
型とは、アスベストを含んだ原料の採
取、製造、流通、消費、解体、廃棄の各過
程において労働災害、大気汚染公害、商
品公害、廃棄物公害などを引き起こす
複合型災害であるとの意味です。すなわ
ち、生産から廃棄までの各過程において
アスベスト繊維を暴露してしまうリスク
があります。
　ストック型とは、その生産、製造を止め
ても被害の拡大を防げない型を言いま
す。例えば水俣病の水銀のような生産過
程から排出された有害物が原因である
場合には、その生産を止めれば被害の
拡大を食い止めることができました。し
かし、アスベスト災害は建築物や廃棄物
から人体へのストック（貯蔵・蓄積）とし
てアスベストのある限り被害は増え続け
ることになります。このため、これまでの
公害とは異なり、誰にどのような責任が
あるかを特定し対策をとることが困難で

す。
６　おわりに
　平成18年（2006年）からアスベストは
全面的に使用禁止となっていますが、建
築物等に使用されているアスベストは
依然として存在し続けています。今後こ
れらに十分な対策無く老朽化し解体、廃
棄されることになれば、アスベストの飛
散の恐れがあります（図３）。
　そのため、その維持や解体、廃棄が適
切に行われるよう法令改正を重ね規制
されています。老朽化にともない吹き付
け材などがはがれて飛散する可能性も
十分あります。アスベストを使用した建
造物の適正な維持・管理が今後重要と
なります。
　また、過去にばく露し人体に入り込ん
でいるアスベストについても、今後いつ
病気を引き起こすかわかりません。複合
型、ストック型災害であるアスベスト災
害は、今後も重要な環境問題の一つで
あるといえます。

（文責　白濵 大蔵）

特定化学物質等障害予防規則（以下「特化則）という。）制定
第２類物質として製造、取り扱い作業を規制

重量の５％超を対象
吹き付け作業の原則禁止、特殊健康診断の実施

アスベストを特定粉じんとし、発生施設の届け出、敷地境界基準を規定

重量の１％超を対象
アモソライト、クロシドライトの製造、使用等禁止

重量の0.1％超を対象とし、製造、使用等を禁止
→アスベストの製造、使用等の全面禁止

特化則から分離し、単独の規制である石綿障害予防規則を制定
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表２　アスベストに係る主な法規制の経緯
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図３　石綿使用建築物の解体棟数（推計）３）
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